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令和７年１０月３１日(金) 

芦屋市総務部総務室総務課 

 

芦屋市公共施設の包括管理業務委託の継続に係る 

サウンディング調査実施要領 

１ 調査の目的 

  本市では、令和元年度より、市が所有する公共施設の維持管理業務や修繕

業務を包括的に委託し、民間事業者の技術力・ノウハウの活用による施設の

維持管理の向上、業務の効率化を図り、公共施設の長寿命化に努めてまいり

ました。また、令和６年度からは、市営住宅等の施設管理に加え、入居者対

応等も含めた包括管理業務委託を実施しています。 

 本調査では、本市の公共施設の包括管理業務委託に対して、民間事業者の

皆様から広くご意見を伺い、包括管理の手法、参入意向及び参入しやすい公

募条件等を把握することを目的とします。これらの情報は、今後の包括管理

業務の検討材料として活用してまいります。 

 なお、本調査で表明された意見は、包括管理業務委託継続の参考とさせて

いただきますが、本調査への参加の有無や調査における意見の内容等は、実

施事業者選定時の提案審査に一切影響するものではありません。 

  

２ 本調査の概要 

 (1) 調査の名称 

  芦屋市公共施設の包括管理業務委託の継続に係るサウンディング調査 

(2) 調査の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

②調査票への回答 

参入意向や募集要項等に

関する調査票を市に提出

していただきます。 

③サウンディングへの 

出席 

市は提出された調査票

に基づき、サウンディ

ング対象事業者を選定

し、サウンディングに

ご出席いただきます。 

④調査結果について 

市は調査結果を包括管

理業務委託継続の参考

とします。 

①参加意向の確認 

サウンディング調査への

参加意向をエントリーシ

ートで表明していただき

ます。 



- 2 - 

 

(3) 調査の対象となる業務の概要 

   以下は現在(令和７年度)の対象業務であり、今後、本調査等の結果を参

考に精査する場合があります。 

    ア 施設数 市役所本庁舎、小中学校、市営住宅など   ７３施設 

   イ 業務の種類（５７業務） 

    ・自家用電気工作物保安管理業務   ・貯水槽保守点検業務 

    ・消防用設備保守点検業務      ・清掃業務 

    ・空調設備保守点検業務       ・樹木剪定・除草業務 

    ・自動ドア保守点検業務        ・機械警備業務 

    ・エレベーター保守点検業務 等(別添一覧のとおり） 

   ウ 特殊建築物定期調査 

   エ 市営住宅等管理業務(入居者対応等 １,６４９戸) 

   オ 修繕及び小規模改修(１件当たり２００万円以下(令和７年度以降)) 

     約１,４５０件 約２億２,９４０万円 

(令和６年度実績 ただし、１件当たり１３０万円以下) 

   カ 契約金額 約５億８,１４７万円／年(消費税等含む)(令和７年度実

績、修繕及び小規模改修は除く) 

 

３ 参加条件等 

(1) 参加者  

本調査には、事業の実施主体となる意向を有する単独企業あるいはグル

ープ（複数の企業による共同事業体）が参加できます。 グループで参加す

る場合は、主たる役割を担う代表者を１社選定してください。  

 (2) 参加資格  

本実施要領公表の日から調査票の提出日までの間において、次の要件の

いずれかを満たさない者がいる場合には、参加者及び参加者の構成員とな

ることができません。  

① 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定

に該当する者。 

② 参加申込書提出時点で、本市の定める競争入札に係る指名停止基準

(昭和６１年芦屋市基準)に基づく指名停止を受けていないこと。 

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動

を行う団体でないこと。 
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④ 芦屋市暴力団排除条例（平成２４年３月条例第２号）第２条第１号

に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員等若しくは同条第

３号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴

力団員等と関係を有しないこと。  

⑤ 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)及び民事再生法(平成１１年

法律第２２５号)に基づく更生・再生手続き中の者でないこと。 

 

４ 調査の手順及び内容 

(1) 参加意向の確認 

  本調査への参加意向をホームページの「芦屋市公共施設等包括管理業務

委託の継続に関するサウンディング調査 エントリーシート」によりお申

し込みください。 

  ① 送信期限 令和７年１１月２８日(金)正午 

 

 (2) 調査票への回答 

   仕様書等の内容を確認し、ホームページの「芦屋市公共施設等包括管理

業務委託の継続に関するサウンディング調査 調査票」によりご提出くださ

い。 

  ① 回答期限 令和７年１２月２６日(金)正午 

 

 (3) サウンディングへの出席 

   調査票への回答に基づき、市がサウンディング対象事業者を選定し、個

別に連絡します。選定された事業者には、選定された場合は、以下のとお

りサウンディングへの出席をお願いします。 

   ※エントリーシート提出・調査票回答を送信した全ての事業者が、サウ

ンディング対象事業者となるものではありません。 

   ① 実施日程 令和７年１２月１５日(月)～令和８年１月３０日(金) 

     対象事業者には、電子メールまたは電話にて個別に日程調整のご連

絡をいたします。調整の結果、上記期間以外に実施する場合もありま

す。 

   ② 実施場所 芦屋市役所内会議室 

   ③ サウンディング時間 ３０分～６０分程度 
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   ④ サウンディング実施方法等 

     ・事業者のアイデア・ノウハウを保護するため、個別に実施しま

す。 

     ・関連資料がある場合は、できるだけ事前に電子メールにてご提出

ください。 

     ・本調査と関連のない内容については、協議いたしません。 

     ・現地見学会・説明会は実施しません。 

     ・市から要請により、複数回のサウンディングを実施する可能性が

あります。 

   ⑤ サウンディング内容 

①    本調査への参加理由について 

② 本市の包括管理業務委託への参加意欲について 

③ 公共施設包括管理業務の他自治体での受託実績の有無について 

④ 業務開始までに必要な期間について 

⑤ マネジメント業務及び経費の考え方について 

⑥ 市営住宅の建物管理及び入居者管理について 

⑦ 維持管理経費の削減について 

⑧ その他意見・要望等 

 

(4) 調査結果の公表 

     調査結果の概要は、令和８年２月下旬を目途に本市ホームページにおい

て公表する予定です。また、サウンディング参加者にも通知いたします。 

   なお、公表にあたっては、事業者名、個別の調査票の内容及び事業のノ

ウハウに係る部分は掲載いたしません。公表前に参加事業者へ内容の確認

を行います。 
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【参考】本調査スケジュール 

①実施要領の公表 令和７年１０月３１日(金) 

②参加表明(エントリーシート)の 

送信期限 
令和７年１１月２８日(金) 正午まで 

③調査票への回答期限 令和７年１２月２６日(金) 正午まで 

④サウンディング実施期間 
令和７年１２月１５日(月) 

～令和８年１月３０日(金) 

⑤調査結果の公表・通知 令和８年２月下旬(予定)  

 

５ 留意事項 

(1) 費用負担  

調査に関する書類作成・提出・協議等に要する一切の費用は、参加者の負

担とします。  

(2) 提出書類の取扱い・著作権  

提出書類の著作権はそれぞれの参加者に帰属しますが、提出書類は返却

いたしません。市は結果概要の通知・事業化の検討以外の目的で提出書類

を使用したり、情報を漏らしたりすることはありません。  

(3) 特許権等  

調査票に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び

日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となってい

る意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法などを使用

した結果生じる責任は、事業者が負うものとします。  

(4) 本市からの提示資料の取扱い 

本市が提供する資料は、参加に係る検討以外の目的で使用してはなりま

せん。また、参加者は、参加にあたって知り得た情報を第三者に漏らして

はなりません。  

(５) 本調査への参加実績は、公募時におけるインセンティブ(評価の加点等)

とは、なりません。また、不参加の場合でも、公募を行う場合の参加は可

能です。なお、優良な提案等のある事業者とは対話(文書照会を含む)を継

続し、優良な提案内容を仕様書案や公募条件に反映する場合があります。

その際には、ご協力をお願いします。 
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６ 問い合わせ先・提出先 

  芦屋市 総務部総務室総務課総務係 

  ＴＥＬ ０７９７－３８－２０２９(直通) 

   ＦＡＸ ０７９７－３８－２１２１ 

  Mail    youchikanzai@city.ashiya.lg.jp 

mailto:youchikanzai@city.ashiya.lg.jp

